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【図表1.6-２】 京都府立丹後郷土資料館
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1.7.収支の状況

【図表1.7-１】 京都府立山城郷土資料館の収支状況



183

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成22年４月27日 火曜日

【図表1.7-２】 京都府立丹後郷土資料館の収支状況

２ 外部監査の結果及び意見

2.1.監査の視点

郷土資料館は、郷土についての歴史資料、考古資料、民俗資料等の保存及び活用を図り、もつて府民の文化的向上に

資するために設置されたものであり、①資料等の収集、整理及び保存に関する事業。②資料等の調査及び研究に関する

事業。③資料等の展示及び利用に関する事業。④①から③のほか資料等の保存及び活用に関し必要な事業。を行うこと

とされている（京都府立郷土資料館条例第２条）

現状の収支の状況を鑑みるといずれの郷土資料館においても概ね年間20百万円程度、ただし、京都府教育庁にて負担

している人件費を考慮すると概ねいずれの郷土資料館においても75百万円程度の支出超過、つまり税金を投入した運営

となっている。また、京都府には、京都に関する資料等を総合的に収集し、保存し、展示して調査研究等一般の利用に

供する施設として、京都府立総合資料館も設置されている。

そこで、監査の視点としては、京都府北部に位置する京都府立丹後郷土資料館及び南部に位置する京都府立山城郷土

資料館の役割、地域固有の郷土資料館の意義を検討し、京都府立郷土資料館の課題の検討を行いたい。

2.2.京都府立郷土資料館意義と現状

2.2.1.文化財等の状況

文化財の収集、保存及び展示といった主たる役割を検討するに当たり現在指定・登録等されている文化財について京

都府のどの地域に存在するのかを明らかにするために京都府指定文化財、京都府登録文化財、文化財環境保全地区決定、
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選定保存技術及び文化的景観選定数を年度ごとに、また平成20年度は市区町村別に記載したものが【図表2.2.1-１】で

ある。また、建造物及び美術工芸品の重要文化財及び国宝を年度ごと及び平成20年度の市区町村別に記載したものが

【図表2.2.1-２】である。

【図表2.2.1-１】文化財の状況①

注１ 重要文化財等に指定又は文化財の焼失等により府の指定・登録が解除、取消となった件数は含んでいない。

２ 建造物は件数であり、棟数ではない。

３ 文化的景観の選定は平成20年３月に制定。
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【図表2.2.1-２】文化財の状況②

注１ 国宝の件数は内数である。

２ 平成19年までは10月１日現在。

資料：府教育庁文化財保護課

2.2.2.郷土資料館の意義

2.2.1の【図表2.2.1-１】及び【図表2.2.1-２】の平成20年度における市区町村ごとの文化財を京都府の一定のエリ

アごとに集約したのが【図表2.2.2-１】である。京都府立山城郷土資料館及び京都府立丹後資料館のそれぞれが活動し

やすい（或いは資料等の収集等が行いやすい）地域は山城地区及び丹後地区である。

また、京都府におけるエリア別に文化財の状況を比較したのが【図表2.2.2-２】である。
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【図表2.2.2-１】文化財の状況③

【図表2.2.2-２】文化財の状況④

国が指定登録等した文化財は京都市内に極めて多くある。一方、京都府の指定登録等は地域的な差はあまり見られな

い。

また、京都府立山城郷土資料館及び京都府立丹後郷土資料館における所蔵数の推移を考古資料、民俗資料及び歴史資

料に区分して年度別に記載しているのが【図表2.2.2-３】である。さらに両資料館における重要文化財、国宝、京都府

指定文化財及び京都府登録文化財に区分しているのが【図表2.2.2-４】である。
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【図表2.2.2-３】所蔵数の推移

【図表2.2.2-４】文化財の状況⑤

郷土資料館の事業は、前述したように郷土資料の収集、整理、保存並びにその調査及び研究とその還元として展示及

び利用にある。京都府には多くの文化財が存在しその文化財を京都府が後世に承継するために上記事業内容に即したこ

とを行うことは有意義なものであろう。

2.2.3.郷土資料館の課題

京都府立丹後郷土資料館は昭和45年に、京都府立山城郷土資料館は昭和57年にそれぞれ開館したため、30年～40年が

経過している。郷土資料館は文化財を後世に継承していく責務を有しているためその保存は最重要課題であるが、施設

の老朽化が始まっており、現状の予算では十分な対応が行えるか疑問を持たざるを得ない。また、入館料（観覧料）を

上げることについては、条例等の変更が必要となり、条例を変更し、たとえ倍額に上げたとしても無料入館者の占める

割合も高いので、大幅な収益改善はとても見込めない。そのため、今後の課題として、2.2.2で記載した郷土資料館の

意義が実行されているのか、また、今後どのように収集してきた文化財を後世に継承したらいいのか検討する必要があ

る。

2.3.館収蔵資料等の管理

2.3.1.館収蔵資料等の収集及び選別

監査人が郷土資料館を往査し、現地を確認した結果、特に京都府立丹後郷土資料館において館収蔵資料等の管理につ

いて問題があると言わざるを得ない。そもそも館収蔵資料は、郷土資料館が京都府として保存すべき考古資料、民俗資

料及び歴史資料と認識して収集した物品のはずであるが、特に民俗資料に相当するものが散在しており、その収集方針

等に疑問を抱かざるを得なかった。同じようなものを複数収集した結果、整理されずに散在しているという印象を与え

る保存であった。

特に京都府立丹後郷土資料館においては、下記写真（現地写真①）にあるように伊根町の船を民俗資料として収集し

ていたが置き場に困り、風雨にさらされる状態で保存してあった。一見すると保存しているというよりは放置してある
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という方が妥当であり、とても公費を使って収集した物品の保管というものでない。収集した資料等の一部は整理され

ていたが、倉庫らしきものの中ではとても整理したものというよりは、とりあえず空いているところに置いた具合であ

り館収蔵資料を選別して収集している感がない（現地写真②及び③）。

【写真①及び②】現地写真（京都府立丹後郷土資料館）

【写真③及び④】現地写真（左：京都府立山城郷土資料館） （右：京都府立丹後郷土資料館）

【図表2.2.2-３】に京都府立丹後資料館の収蔵資料数を記載しているが、そもそも京都府北部に国、府及び市町によ

り指定・登録されている文化財の割合は、京都府の中で高くない。このことと、京都府立山城郷土資料館の約２倍の収

蔵資料があることを考えあわせると京都府立丹後郷土資料館の収蔵数が多いように感じる。こうした中、京都府立丹後

郷土資料館では、収蔵スペースがなくなり、収集しても置き場所がなくて困るという意見を現場で聞いている。

しかし、監査人が現地を往査した結果、収蔵スペースがないのではなく、収集されている資料を今一度検討し、整理

を行う必要があると感じた。（現地写真②及び④）。違う表現をすれば、資料館等の文化財収蔵施設が管内市町等によっ

て設立されてきている現状の中では、これら市町等と連携して収集方針を再検討し、それに基づいて今後資料収集を図

るとともに、現在館が収蔵している資料についても市町等と連携して再整理等を行う必要があると思われる。今の資料

館に求められる適切な収蔵資料の保管とは、京都府内に空きスペースを確保し資料等の保存を行うなど際限なくその保

管スペースを確保することではなく、思い切って年間計画の中に資料整理のための休館期間を数週間設けるなど、管内

の市町と連携して収蔵資料等を整理し、適切な保管環境を整えることにあると思料する。

2.3.2.館収蔵資料等の保存場所

館収蔵資料等の収集とも関連するが、そもそも郷土資料館の意義は、郷土資料を収集し、整理し、保存し展示するこ

とを第一義としている。この点は、先に述べた収集及び選別とも重複するが文化財としての価値を見出しているはずの

物品であるので、保存場所を選ぶはずである。京都府立山城郷土資料館にも湿度等を管理している収蔵庫が存在したが、

今にでも壊れそうなシステムであった。また、同様なことは京都府立丹後郷土資料館においても言え（現地写真⑤）、

保存スペースである収蔵庫として最適な状態で保存しているとは言い難い。湿度等の調整システムが故障すると文化財

として保存している物品が適切な状態を保てず、結果的に後世に伝えることができなくなる恐れがある。故障してから

では遅いので早急な対応が望まれる。
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【写真⑤】現地写真（京都府立丹後郷土資料館）

2.3.4.館収蔵資料等の展示

2.3.2.及び2.3.3.と重複するが、いずれの郷土資料館においても常設展と企画展及び特別展を年に６～７回程度行っ

ている。常設展でも一部展示資料の入れ替えは行われているが、収蔵している資料の大半が展示されることなく収蔵庫
に眠っている。郷土資料を収集し、整理し、保存すると同時に府民への還元としてこれらを展示することも重要な意義

を有している。そうした観点から検討すると展示されない収集物について２つの疑問が生じる。

まず、１つは、収集及び選別と関連するが、資料の収集方針と収蔵資料の選別（整理）の進捗に基づいた、収蔵品の
展示活用に係る方針や計画等が適切に策定されているのかどうかという疑問である。館に収蔵される貴重な資料は、適

切に保管・管理し、後世に伝えるべきものである。しかし、単に保管・管理するだけではなく、可能な限りこれらの展

示・活用を図るべきと思われる。写真③及び④のようにまるで倉庫のような状況はもってのほかであろう。これらは、
各々の郷土資料館において、程度の差こそあれ共通の問題として検討されたい。

２つめは、郷土資料館の意義とも関連するが展示の対象がだれであるのか、つまり還元すべき相手はだれであるのか

の疑問である。これは、いずれの郷土資料館においても、郷土資料館としてはそれぞれ管内の府民に重きを置いている
証でもある。これが顕著なのが、学校教育活動の対象が実質的に管内つまり京都府立丹後郷土資料館であれば丹後地区、

京都府立山城郷土資料館であれば山城地区の小中学校をターゲットにしていることである。郷土資料館だから郷土に関

連している、つまり地元であるということであるならば、第一義的に市町村が行うべきこと、府の施設として行うべき
ことについて検討した上で、役割分担を明確にする必要があると思われる。また、その際第一義的には市町村が行うべ

きとされたことであっても府の施設として保持する高い技術や知識経験に基づいて支援を行っていくことが重要であろ

う。

2.4.郷土資料館の方向性

今後の郷土資料館の在り方まで、本報告書で記載するのは控えるが、少なくとも現状では京都府が運営する郷土資料
館として期待される機能を十分に発揮できる環境とは言い難いと思料する。予算が概ね20百万円（教育庁での人件費負

担を考慮すると概ね75百万円から80百万円程度）というのは、今回本報告書が対象とした京都府立植物園及び京都府立

図書館が概ね500百万円を超過しているのと比較すると過少であり、施設として適切な運営がなされているのか疑問が
残る。

いずれの郷土資料館においても友の会が結成され、友の会等のボランティアによる積極的な参加によって、まさに、

地域が一体となって郷土資料館を支えているとも考えられる。この友の会の積極的な参加によって、京都府からの少な
い支出では賄えない費用等を実質的に賄っているという副次的な効果がある。

しかし近年、この友の会においてもその会員数は減少している。京都府立丹後郷土資料館友の会では、平成11年度

308名存在していた会員が平成20年度には240名に減少し、平成21年度には181名にまで減少してきている。また京都府
立山城郷土資料館においても友の会は、昭和60年には230名存在したが平成21年には132名に減少し、さらに山城郷土資

料館ボランティアグループいずみの会においても、平成14年に28名いたボランティアが平成21年には25名に減少してい

る。
運営費としての支出金額も減少している中で、こうした友の会及びボランティアの減少は、年に６回から７回行われ

る企画展及び特別展の準備並びに運営に支障をきたしかねないだけでなく、政策効果でもある郷土資料館の利用頻度に

も影響が予想される。さらに、現代の日本社会が抱える問題とし少子化による人口削減は避けて通ることのできない問
題で、人口削減と相まって都市部に人口が集中する傾向も現実の問題としてある。そのため、京都府北部及び京都府南
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部において地域に密着している郷土資料館友の会における会員数が今後増加すると予想することは合理的ではない。

今後郷土資料館を取り巻く新たな事業リスクとしては、地域住民による友の会及びボランティアの減少により、郷土

資料館の企画展等の開催が減少又は縮小並びに入館者等の減少も予想され、政策効果が問われることとなることが危惧

される。

丹後地域及び山城地域に限定した府民への還元のみを追求したのでは、京都府が直営施設として運営している郷土資

料館としての存在意義は小さくなる一方である。京都府教育庁での人件費負担を考慮すると、毎年各々の郷土資料館に

おいて概ね75百万円から80百万円くらいの税金が投入されている。さらに、それぞれの郷土資料館が開館後30年から40

年が経過し、郷土資料の保存設備が十分でない状況を鑑みると、新たな建物を建設するよりも、たとえば京都府立総合

資料館等や市町村への一部の機能の移転等を含め、郷土資料館のもつ役割や文化財の適正な保存、活用について今一度

検討すべきであろう。


	161-168.pdf
	169-172
	173-174
	175-190



